
平成19年3月28日 

藤枝市 

 

 

 

藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業の基本協定締結について 
 
 
本市では、「藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業」につきまして、同提案競技

審査委員会の答申（平成１９年２月１６日）後、最優秀提案者との間で事業計画等に関

する協議を進めてきました。 
 この度、合意に至り、「基本協定書」を締結しましたのでお知らせします。 

 

 

記 
 
 
１ 事業名称 

   藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業 

 

２ 事業者 

   大和工商リース株式会社  （本社）大阪市中央区 代表取締役社長 梶本 六夫 
 

３ 基本協定締結日 

平成１９年３月２８日 

 

４ 今後のスケジュール（予定）  

   ○事業契約の締結      平成１９年９月末まで 

   ○建設工事着手       平成１９年度中 

   ○完成（オープン）     平成２０年１２月 
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